
入院のご案内
……快適な入院生活を送るために……

　月　日　時　分
に当案内をご持参の上、病院受付までお越しください。

※早めに来院されましても、準備の都合上、
時間までお待ちいただくことになります。

浜通り医療生活協同組合

小名浜生協病院
福島県いわき市小名浜岡小名字山ノ神３２番地

http://www.hamadori-coop.jp

代表　 　（０２４６）５３－４３７４
FAX　　　（０２４６）５４－２６４２
3 階病棟（０２４６）９２－３７１５
2 階病棟（０２４６）９２－３１３０

当院は敷地内全面禁煙となっております。
ご協力をお願いいたします。



　

入院手続きと当日の持ち物のご案内
確認させていただくもの

ご提出いただくもの

ご用意いただくもの

□健康保険証
　 障害者手帳
　 高齢受給者証
　 介護保険証

□入院申込書

□各種同意書

□下着（３～ 5 枚）

□洗面用具・口腔ケア

□上履き
□箸・スプーン

□パジャマ（３～ 5 枚）

□ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ湯吞み（コップ）

□バスタオル

□ティッシュペーパー

□服薬中のお薬（他院も含む）

□お薬手帳

□入院のご案内（当冊子）もお持ちください。

□持ち物には、全てお名前を書いてお持ちください。

• 入院申込書には、入院保証人を必ず記載いただきますので、あらかじめ保証人の承諾を
得るとともに、申込書へ捺印を受けてください。（名字が同じ場合、別々の印鑑で押印願
います。）

• 入院中に保険証の資格喪失・変更、居住地の変更等がございましたら、すみやかに１F
病院受付までお知らせ下さい。

• 電気器具（電気毛布など）を持ち込む場合は、看護師へお申し出ください。テレビを視
聴される際は、イヤホンを着用し、同室者への配慮をお願いします。基本的に電化製品
の持ち込みはご遠慮いただいております。

• 通院される方の妨げとなるため、入院中のお車の持ち込みは、ご遠慮いただいております。
やむを得ない理由により、駐車される場合は、看護師長へご相談ください。

• 多額の現金や貴重品は、持ち込まないでください。一時的に所持される場合は、必ずセー
フティーボックスを利用し、すみやかに院外で保管されますようお願いいたします。なお、
万一盗難にあった場合、当院では責任を負いかねます。

病室へは必要以上にものをお持ち込みにならないよう、お願いします。
破損のおそれのあるもののお持ち込みは、ご遠慮ください。

該
当
者
の
方

なるべく

前開きのもの
□フェイスタオル
各 5 枚程度

□ウェットティッシュ

□スリッパ
□吸いのみ
□食事用エプロン

□座布団・クッション

□おむつ・ﾘﾊﾊﾟﾝﾂ（5 枚）
□尿取りパッド（20 枚）

□防水シーツ（2 ～ 3 枚）

歯ブラシ　歯磨き粉　ｼｬﾝﾌﾟｰ
ﾎﾞﾃﾞｨｰｿｰﾌﾟﾎﾞﾃﾞｨｰﾀｵﾙ　
義歯入れ　くし　口腔洗浄液　
電気かみそりなど

□市のゴミ袋□平おむつ（10 枚）



サービスのご案内

●入院時の生活用品　/　各病棟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　急な入院等で用意が間に合わなかった場合は、別途契約により、提供できる
サービスがございますので看護師にご相談ください。

●テレビカード　/　販売機…２・３階　精算機…1 階　　　　　　　　　　　　　
　テレビ・洗濯機にご利用できます。
　各病棟に販売機、1 階受付向かいに精算機を設置しています。

●洗濯・乾燥機　/　各病棟洗濯室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　テレビカードも使用できます。
　消灯時間（午後 9 時～翌 6 時）の利用はご遠慮ください。
●公衆電話　/　1・2 階に設置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　1 階はコインのみ、2 階はカード・コイン式となっております。
　なお、3 階にはございませんので、あらかじめご了承ください。

●郵便　/　当院へ配達時、郵便局員へお渡しします。病棟スタッフにご依頼ください。

●談話コーナー　/　各病棟食堂をご利用ください。

●ボランティア　/　有料で洗濯などを行っています。ご利用の際は、ボランティア
団体への入会が必要となりますので、スタッフへご相談ください。なお、院内で散髪
を希望される方には、有料のボランティアを紹介しております。

入院中の生活について
入院後に受けられる治療や検査について「入院診療計画書」や、「クリニカルパス」等でご
説明しております。ご不明の点、ご質問がありましたら、遠慮なく、主治医、看護師にお申
し出ください。

はじめに
●検温時は、静かにベッドに横になっていてください。
●入浴は、主治医、看護師の指示に従ってください。
●消灯時間は、午後９時より翌朝６時まで、入口施錠時間は、午後 9 時より翌朝 6 時 30 分

までです。エレベーターも停止いたします。
●看護師にご用の際は、ナースコールをお使いください。
●当院は、特別の療養環境の提供（差額ベッド）を行っておりません。病状により病室を決

めておりますので、入院中、お部屋の移動をお願いすることがございます。あらかじめご
了承ください。



お食事や栄養について
●食事時間は以下の通りです。
　朝食…午前 8 時　昼食…午後 0 時　夕食…午後 6 時

●治療の妨げとなりますので、食物のやりとりはご遠慮ください。

面会について
●面会時間は、下記の通りです。
　平　日　午前１１時より午後 1 時まで／午後 4 時より午後 8 時まで
　日祭日　午前１０時より午後 8 時まで
●ご面会の方は、必ずナースステーションへお申し出ください。
●お見舞いの食品で治療上妨げとなるものは、お断りすることがございますので、看護師へ

おたずねください。
●酒気を帯びた方は、面会できません。
●小さなお子さまは、感染予防の観点から、なるべくお連れにならないでください。
●職員への贈り物は、一切お断りいたします。
●病状や感染症対策のため、面会を制限する場合がございます。
●ご家族が希望され、主治医が認めた場合は、付添していただくことも可能です。

外出・外泊・他医療機関受診について
●外出・外泊の際には、治療を優先するため、医師の許可が必要です。希望時には、看護師

へ必ずお申し出ください。無断で、外出・外泊された場合は、入院継続が困難となること
があります。

●保険診療の制度上、入院中に他医療機関を受診したり、薬局で薬の処方を受けることは原
則できません。受診できるのは、緊急であること、主治医が必要と判断した場合に限ります。
また、手続きが必要となりますので、受診せざるを得ない場合は、必ず、看護師へご相談
ください。入院中に他の医療機関から処方されている薬や外用薬がなくなってしまう場合
は、入院前に当該医療機関を受診し、あらかじめ薬局で薬を受け取ってください。入院当
日でも、他医療機関への受診は可能です。

迷惑・危険行為の禁止
●以下のような行為を行ったり、職員の指示に従っていただけない場合は、退院していただ

く場合がございます。あらかじめご了承ください。
　・病院内で飲酒・喫煙・規制薬物の乱用・賭け事を行った場合
　・他の病室・病棟への理由なき入室や、他の方への迷惑行為を行った場合
　・病院職員や入院されている方・家族に対する暴言・暴力・セクシャルハラスメント等に

より、診療や業務に支障が生じた場合
　・医師・看護師の指示に従わない場合



安全に過ごしていただくために
●ネームバンドについて　　　　　　　　　　　　　　　　
　当院では、安全な医療を提供する取組の一環として、入院されている方全員にネームバン
ドを着けていただいております。これは、ご自身であることを確認する方法として、多くの
医療機関で実施されているものです。事故防止のため、ご協力をお願いいたします。
●転倒・転落のご注意　　　　　　　　　　　　　　　　
　入院中は環境の変化・体調不良・薬剤の使用等により、病室や洗面所、廊下などでの転倒や、
ベッドからの転落を起こしやすくなります。当院では事故防止のため、ベッドの高さ調整や
部屋の移動、離床センサーの設置などの対策を行っておりますが、緊急時には、やむを得ず
身体拘束を行うことがございます。その際には、ただちにご家族へ連絡し、許可を求めると
同時に拘束が解除できるまで毎日評価いたしますので、あらかじめご了解ください。

●感染対策について　　　　　　　　　　　　　　　　
　入室前に手指消毒剤による手洗いの励行やマスクの着用にご協力ください。また、体調が
悪い方は、面会をお控えいただきますようお願いいたします。

医療・福祉・介護相談・苦情窓口

地域連携支援室
●「退院後、自宅での介護が不安なとき」　　　●「各種施設などを利用したいとき」
●「医療費や生活費などが心配なとき」　　　　●「誰に話したらいいかわからないとき」
上記のようなお困りごとがございましたら、地域連携支援室にご相談ください。医療相談員
や看護師が不安解決をお手伝いします。
看護師へお問い合わせいただければ、相談の日時・場所を調整いたします。
※相談は無料です。個人のプライバシーや秘密は厳守いたします。

虹の箱
●ご不満な点がございましたら、各階に備え付けられております、虹の箱へご投函ください。
月 1 回、事業所利用委員会において確認し、改善をはかっています。

介護保険に関するご相談は、下記事業所でもお受けしております。

浜通り医療生協　在宅福祉センター（居宅介護支援事業所）
住所　いわき市小名浜岡小名字山ノ神４０
電話　0246-92-2400
受付時間　月～金 8:30 ～ 17:00　土 8:30 ～ 12:30　（日・祝日は休み）



入院費のお支払いについて
●入院診療費の請求日は毎月 10 日です。
　7 日以内に 1 階受付までお支払いください。お支払い時には、必ず「健康保険証」（高齢

の方は医療受給者証・介護保険証も併せて）の提出をお願いいたします。
　3 階では、病室に請求書発行のご連絡をいたしますが、2 階では行っておりませんので、

あらかじめご了承ください。
●事情のある方や、医療費について不明な点がございましたら、病院医事係までお問い合わ

せください。
●領収書は各種手続きで必要となる場合がございます。再発行はいたしませんので、大切に

保管してください。なお、紛失や他の手続きで使用された場合には、有料で「証明書」を
発行いたしております。

療養の給付と直接関係のないサービスの料金

日常生活上のサービスに係る費用
●保険診療と直接関係のない日常生活上のサービスにつきましては、別途料金をいただいて
おります。日常生活上必要な物品につきましては、事前にご用意願いますが、困難な場合、
看護師にご相談ください。

診断書・証明書等の料金
●各種診断書・証明書等の料金は、各階に掲示しております。

無料・低額診療事業について
●当院では無料 ･ 低額診療を実施しています。
　医療が必要であるにもかかわらず、経済的な理由により医療費の支払いが困難な方に対し、

無料または低額で医療が受けられる制度です。
　医療費の支払いが心配とお困りの方は、まずは病院 1 階　地域連携支援室にご相談くだ

さい。　



＜メ　モ＞

・70 歳未満の方は、「限度額適用認定証」の交付を受けてください。
　限度額適用認定証を、病院窓口で提示することにより、1 ヶ月の入院費の支払い

負担を軽減することができます。
・70 歳以上の方も、住民税が非課税世帯になっていれば、「限度額適用・標準負担

額減額認定証」の交付を受けることによって、窓口負担が軽減されます。

　☆申請窓口☆
国民健康保険の方・・・・市役所国保年金課、各支所市民課市民係、市民サービス　　　　　

センター
後期高齢者医療制度の方・市役所国保年金課高齢者医療係、各支所市民課市民係、

市民サービスセンター
その他の健康保険の方・・各健康保険組合

※交付された認定証は、必ず病院窓口にご提示ください。
※申請月からの該当になりますので、入院後お早めに申請してください。

☆月々の入院費が、軽減できる制度があります。

退院へ向けて

退院手続きについて
● 1 階受付で入院費の精算をしてください。退院時に「退院証明書」を事務職員からお渡し

しますので、3 ヶ月以内に他医療機関へ入院する際には、当該医療機関へご持参ください。

診断書・証明書が必要なとき
●書類をお預かりしてから、1 週間ほどお時間をいただいております。1 階受付までご持参

ください。

退院に向けて相談があるとき
●地域連携支援室にて、退院支援を行っています。ご本人・ご家族と相談の上、退院計画を

立てておりますので、お気軽にご相談ください。



院内案内図 入院時には、非常口の確認をお願いします。

地震や火災などの緊急時には、職員の指示誘導に従ってください。
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当院敷地は、立地関係上、携帯電話の電波が入りにくくなっております。医療機器
への影響を考え、電波塔の増設等も困難ですので、あらかじめご了承ください。
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